
、

以下のいずれかに該当するもの
　・申出者（地権者）が法人
・測量を要する面積が
500㎡を超える

　・市道認定外道路

標準的な手続きの流れ

・支障物撤去・移設の助成金
・隅切用地の奨励金

有 有 無

・舗装整備 市 申出者 申出者

・支障物撤去・移設 申出者 申出者 申出者

町田市狭あい道路拡幅整備事業の概要
2024.4

市

・測量・分筆
・抵当権等抹消登記事務
・境界確定

市 市 申出者

計画建物または
既存建物が

一戸建ての住宅

左記以外
（建築計画が無い
　場合を含む）

以下の要件を全て満たすもの
　・申出者(地権者)が個人

・測量を要する面積が500㎡以下
　・市道認定道路（民地２項道路を除く）

・所有権移転登記 市 市

町田市（以下、「市」という。）では、市民の理解と協力のもと、安全で快適な住環境と災害に強い

まちづくりの推進を図ることを目的として、セットバック等による「みなし道路部分」（自主管理の民地）

を市の道路として維持管理等できるよう、狭あい道路拡幅整備事業を実施しています。

事業の目的

寄附に必要な実務を行う者

事業内容と対象

道路用地を一体管理するため、対象地の寄附を検討いただき、用地帰属や舗装整備を行うものです。
※用地帰属や舗装整備は、本事業により寄附いただいた場合のみです。

※後退用地の買い取り及び契約による市での管理は行っておりません。

※隅切用地の寄附については、市の基準に適合している場合に奨励金を交付しています。

市が所有する建築基準法第４２条第２項道路（以下、「２項道路」という。）に面した土地が対象です。
※主な適用除外・・・開発行為、宅地造成及び特定盛土等規制法、中高層建築物指導要綱等に該当する場合、中心市

街地道路の拡幅整備区域であって、後退線が当該道路の中心から水平距離２．０ｍを超える用地

その土地で建築行為があるときは、後退用地及び隅切用地について、必ず協議をお願いしています。

協議は、寄附の意思にかかわらず、建築確認申請前に行う必要があります。

寄附可能な土地要件

※市が行うものを申請者が行うことは可能です。ただし、その内容に関する費用補償はありません。

※抵当権等の抹消に関して金融機関から手数料を求められた場合は、申請者にてご負担いただく必要があります。

※助成金交付対象の支障物は、門・塀、擁壁、水道メーター等です。助成金は、市の基準に適合する場合のみ交付します（上限額あり）。

※寄附をしていただく場合、市にて後退線を確認します。工作物の越境がないよう、後退線直近の作業は市の確認後に

行うようにしてください。

※申出者が舗装整備を行う場合は、施工写真を提出していただき、状況・厚さ等が確認できるようにしてください。

※複数宅あわせた連件での申出の場合、条件が緩和される場合があります。

市が測量・分筆等を行う場合

関係部署

〇２項道路の範囲、後退線等の考え方に関すること → 建築開発審査課 建築指導係

〇開発行為、宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること → 建築開発審査課 開発審査係

〇中高層建築物指導要綱、市街地道路の拡幅整備に関すること → 土地利用調整課 土地調整係

○既存道路等の境界図・道路台帳図に関すること → 道路管理課 境界係

お問い合わせ

町田市道路部道路管理課財産係 ０４２－７２４－１１４７（直通）

代表電話（０４２ｰ７２２ｰ３１１１）から各部署にお問い合わせください。

主に市が行うもの主に申出者が行うもの

申出者が測量・分筆等を行う場合

事業の完了

寄附の協議成立

〔抵当権がない場合〕 〔抵当権がある場合〕

約１～３ヶ月

※金融機関に

より異なります

〔舗装整備済の場合〕 〔市が舗装整備等を行う場合〕

約２～３週間

約１～２ヶ月

協議申出書の提出

申出者・市・土地家屋調査士による三者立会

市が調査・測量（土地家屋調査士へ委託）

約３ヵ月

寄附申請書等の提出

分筆・所有権移転登記

金融機関から市へ

抵当権抹消承諾の書類提出

市による舗装整備等

境界確定図の作成

境界確定通知書の交付

※現在、待機が発生しています

支障物等がある場合

撤去等を行い市へ連絡

約１～２ヶ月

市が簡易調査、現地状況確認

約３週間

市の確認期間

約１～２ヶ月

協議申出書の提出

調整線形図の作成・提出 隣接者への確認

含む

分筆・抵当権抹消等を

行い市へ連絡

寄附申請書等の提出

所有権移転登記

境界確定図の作成・提出

境界確定通知書を隣接者等に配布

〔分筆等が

ない場合〕

境界標を埋設、市の埋標検査

市の確認期間

約２～３週間

約１ヶ月

支障物等の撤去や

舗装整備等を行い市へ連絡

※線形図の確認後

〔分筆等がある場合〕

凡例

協議申出書の提出部数は２部です。市担当が受付・協議結果等を記入し、その１部が申出者の控えとなります。

後退用地等は、以下の条件に全て該当する場合に市へ寄附することができます。

・市が所有する２項道路に面している。 ・赤道及び隣地と境界確定済である。

・赤道と高低差がない。 ・がけ崩れ等のおそれがない。

※助成金等の交付は

所有権移転登記以降です


